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地域振興課 

 

臨海斎場の施設整備について 

 

 港区、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区（以下「組織区」といいます。）が組

織する臨海部広域斎場組合（以下「斎場組合」といいます。）は、将来の火葬需要に

対応するために必要な火葬炉を増設するため、平成３０年度に「臨海斎場施設整備

基本方針」（以下「平成３０年度基本方針」といいます。）を定めました。 

 昨年度、斎場組合において、近年の区民ニーズや将来の火葬需要に対応するため

に、平成３０年度基本方針の精査・見直しを１年前倒しして実施し、新たな基本方

針（案）を令和６年３月２７日の区民文教常任委員会において報告しました。 

 その後、利用者の利便性を向上するための見直し等を加え、８月２０日、新基本

方針（以下「新基本方針」といいます。）を策定しました。 

 

１ 見直しの背景 

（１）火葬需要 

  臨海斎場は、平成１６年１月の開場から２０年が経過し、当初約４，０００件だ

った火葬件数は、令和５年度には約９，４００件となっています。 

  新基本方針では、臨海斎場における火葬需要が令和４２（２０６０）年から４６

（２０６４）年にピークを迎え、１年当たり平均１４，４４４人に達するとしてい

ます。〔平成３０年度基本方針における推計：１３，００７人〕 

（２）近年の区民ニーズ 

  平成２４年度は式場利用者の内、通夜を行うケースが９割でしたが、令和５年度

時点では３割台まで減少しており、１日葬の増加が顕著になっています。 

  また、臨海斎場で行われる式の参列者数は、３０人以下の式が８２．６％となっ

ており、葬儀の小規模化や家族葬が増加しています。 

 

２ 新基本方針 

（１）増設する施設 

   将来の火葬需要に対応し、今後起こり得る感染症の発生や災害等の緊急時に対

応できるよう、火葬炉を１０基増設（計２０基）することとします。〔平成３０年

度基本方針における火葬炉増設数：６基増設（計１６基）〕 

   また、保冷庫２０庫（計４４庫）、３０人程度の火葬待合室を７室（計１５室）、

多目的室３室（新設）を増設します。多目的室は、既存施設の火葬待合室を式場

として活用する際の会葬者控室、遺族控室、僧侶控室として貸し出すほか、特別

な配慮を必要とする方（障害者、乳幼児、急病人等）のための個室として利用し

ます。 

（２）既存施設の活用 

   現在、式場（４室）の予約待ち期間は、１週間から１０日程度あります。 
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   早期に式場を確保し予約待ち期間の短縮を図るため、既存施設の改修工事等を

実施することで、式場として活用します。 

   既存施設の２階にある火葬待合室（５０人程度）を有効に活用するため、棺を

運搬可能とするようエレベーター改修工事等を実施し、令和８年４月に４室（計

８室）、火葬待合室を増設する令和１２年度には、更に４室（計１２室）を式場と

して活用し、予約待ち期間の短縮を図ります。 

（３）既存施設の修繕・更新 

   中長期修繕計画に基づき、今年度、築２０年目の大規模修繕工事として、外壁

補修、空調更新等を実施しています。 

（４）資金計画 

  ア 増築施設の整備に係る概算費用 

    約４，８２５，２００千円 

     【内 訳】 

事 業 事 業 費 財 源 内 訳 

基本設計等 
94,200 千円 

施設整備基金 

94,200 千円 

火葬場部分 

(約９０％) 
4,257,900 千円 

都市計画交付金(約 25%) 

1,064,475 千円 

(港区負担) 

44,601 千円 

地方債収入相当額(約 75%) 

3,193,425 千円 

(港区負担) 

133,803 千円 

式場部分 

(約１０％) 
473,100 千円 

施設整備基金 

473,100 千円 

総 額 4,825,200 千円  

  イ 式場増設に伴う改修に係る概算費用 

    約５２，３６０千円    〔財源：施設整備基金〕 

  ウ 既存施設の修繕・更新に係る概算費用（令和６年度から令和１４年度まで） 

    約１，４２７，６３２千円 〔財源：使用料収入、施設整備基金〕 

 

３ 港区の負担見込み 

（１）火葬場増設 

   火葬場増設に係る費用は、組織区が火葬場の利用実績（過去３年度分）に応じ

て按分し、負担することとしています。〔港区負担想定額 １７８，４０４千円：

令和３年度から令和５年度までの火葬場利用実績（４．１９％）を基に試算〕 

   火葬場増設に係る費用の内、約２５％については組織区が都市計画交付金を受

け負担するため、実質的な負担はありません。 

   残り約７５％については、斎場組合が地方債を発行し、その償還金を組織区が

利用実績に応じて按分し、負担します。地方債の起債額や償還年数については、

今後、組織区で検討し、東京都との協議を経て決定します。なお、地方債収入相

当額は特別区財政調整交付金に算入されますが、区が特別区財政調整交付金を交
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付されない場合は、区が負担することとなります。 

（２）施設整備基金積立 

   火葬場以外の施設増設等に係る費用に充てている施設整備基金は、令和元年度

以降、組織区が毎年度、式場の利用実績（過去３年度分）に応じて拠出する負担

金（計１００，０００千円）及び斎場組合の決算剰余金を積み立てています。〔令

和６年度分港区負担金 ４，１９９千円：令和３年度から令和５年度の式場利用

実績（４．１９９％）を基に算定〕 

 

４ 令和６年３月２７日区民文教常任委員会報告からの変更点 

項目 変更前 変更後 

告別・収骨室 告別・収骨室を１０室設置 告別室と収骨室を分け、各

５室設置 

電気室・非常用発 

電機室の設置場所 

１階に設置 ３階に設置（増設施設を２

階建から３階建に変更） 

延床面積 約３，５７５㎡ 約３，９００㎡（325 ㎡増） 

概算増築費用 総額   4,516,450 千円 

 

○内訳 

 都市計画変更決定前費用 

       94,200 千円 

 火葬場  3,980,025 千円 

 式場    442,225 千円 

○港区負担 

       163,805 千円 

総額   4,825,200 千円 

    （308,750 千円増） 

○内訳 

 都市計画変更決定前費用 

       94,200 千円 

 火葬場  4,257,900 千円 

 式場    473,100 千円 

○港区負担 

       178,404 千円 

     （14,599 千円増） 

既存施設の修繕・

更新費用（R6-14） 

      1,516,622 千円       1,427,632 千円 

     （88,990 千円減） 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和 ７年４月 既存施設（火葬待合室・エレベーター）改修工事（～８年３月） 

     ８年２月 増築施設に係る基本設計・都市計画原案決定 

       ４月 式場貸出開始（４室増：計８室） 

     ９年８月 増築施設に係る実施設計決定 

    １０年５月 増築施設工事着工 

    １２年５月 増築施設工事竣工 

       ６月 増築施設供用開始 

          式場貸出開始（４室増：計１２室） 
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１ 施設整備に係る概算費用および財源

項目 概算費用 内訳 財源 スケジュール
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

(1)増築施設の整備 約4,825,700千円

①都市計画決定前の
経費（基本設計等） 約94,200千円・施設整備基金

②実施設計、設計施
工監理 約176,000千円・施設整備基金

③建築工事費 約4,555,500千円

・組織区負担金（約1,064,475千円）
・施設整備基金（約940,786千円）
・地方債発行（約2,549,739千円）
→元利償還金は、組織区から
「負担金」として歳入

(2)式場増設に伴う改修 約52,360千円
①基本設計等 約1,210千円・令和５年度予算
②実施設計 約1,650千円・施設整備基金
③改修工事費 約49,500千円・施設整備基金

(3)既存施設の修繕・更新
(9か年（R6〜14年度))

約1,427,632千円
（約158,626千円/年）

①施設全体 約850,960千円
（約94,551千円/年）

・利用料収入
・R12〜R13年度の⼤規模修繕(改修)費
は、施設整備基金（R5〜6年度は⼀部）

②火葬炉 約576,672千円
（約64,075千円/年）・利用料収入

全体 約6,305,692千円

臨海斎場施設整備基本方針 概要版
平成30年度に策定した「臨海斎場施設整備基本方針」について、近

年の人口動態や他斎場の動向などの事業環境の変化を受け、精査・見

直しをし、改めて施設整備に関する基本的考え方を整理した。Ⅰ 施設整備に関する基本的な考え方

１ 将来火葬需要と必要火葬炉基数
(1)組織区の死亡者数 ：令和4年度実績 23,344人/年 ➡ 2060～‛64年平均34,367人/年

（平成30年度時点の予測は、33,980人/年）

(2)臨海斎場の火葬需要 ：令和4年度実績 9,841人/年 ➡ 2060～‛64年平均14,444人/年
（平成30年度時点の予測は、13,007人/年）

(3)将来火葬需要に対応するための火葬炉基数は、17基（3.5回転／1炉）～20基（3回転／1炉）となる。

(4)災害時や感染症発生時等に需要が高まることも踏まえ、10基増設し、合計20基とする。

３ 既存施設の活用（式場の増設）

(1)通夜や参列者数は減少傾向にあり、１日葬・家族葬が多いが、式場ニーズは高く、１週間から１０日待

ちの状態である（令和５年度時点）。

(2)既存施設の火葬待合室（８室）を有効活用し、式場として利用できるようにする。

(3)棺を昇降させるエレベーターの設置や火葬待合室で式を行えるよう既存施設を改修する。

(4)右表のとおり、既存施設４式場に加え、

式場として利用できる室を段階的に増やす。

２ 増築施設の整備

(1)将来の火葬需要に対応できる必要な諸室及び規模の施設とする。

(2)利用者の利便性を高めるため、既存施設を有効的に活用できる一体的な構造とする。

(3)将来の施設改修に備え、既存施設と増築施設の機能をそれぞれ独立させる。

(4)再生可能エネルギーの活用など脱炭素化に資する整備を検討する。

(5)必要な増築施設の諸室・規模について、下表のとおり変更する。

Ⅱ 資金計画

２ 今後の検討事項
今後、臨海斎場で発生する経費の実績や予測を踏まえ、組織区負担金の額や按分方法、地方債の発行にあたり、起債額や償還期限等について組織区と協議・検討（令和７～８年度）し、必要に応じて組合規約を改正する。

都市計画交付金対象（火葬場部分（90%））組織区への交付金 約4,257,900千円
内訳 ア．都市計画交付金（25%）約1,064,475千円

イ．財政調整交付金（75%）約3,193,425千円

平成30年度時点は
約3,000,000千円

※港区は不交付（R5年度時点）

※上記の他、コンストラクション・マネジメント（CM）業務委託費については、施設整備基金を財源とする。

※概算費用は、令和６年度時点の想定額であり、今後、事業を進め
るにあたり、変更される。

※基本設計・実施設計後に、多少の変更が生じる場合がある。

EV基本設計

基本方針 基本設計

●起債 ●起債 ●起債

⼤規模修繕(改修)⼤規模修繕

基本方針3～4ｐ

基本方針9～12ｐ

基本方針5～8ｐ

基本方針17～26ｐ

基本方針22,26～28ｐ

EV実施設計
EV発注 改修工事

実施設計 設計・施工監理

地中調査 都市計画変更決定

建築工事

供用開始

式場貸出4室増（計8室） 式場貸出4室増（計12室）

建物設備計画修繕

火葬炉計画修繕
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